
「宮崎県幼児教育センターの運営等について」

令和５年度宮崎県幼児教育センター運営委員会（第１回）

令和５年４月２４日（月）

資料①（説明資料）
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１ 宮崎県幼児教育センターの設置
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・令和５年４月からセンター設置



２ 本県の幼児教育推進体制における役割
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国の役割 幼児教育の方向性・枠組みを提示
・幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領にお
ける「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」の共通化

・「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（答申）
・「幼保小の架け橋プログラム」の実施に向けた手引き（初版）

県の役割 幼児教育の拠点として広域的支援
・幼児教育センターの設置、幼児教育スーパーバイザーの配置
・保育者の専門性向上のための研修の充実
・市町村を支援（市町村の幼児教育アドバイザー育成、幼保小連携・接続に係る助言等）

市町村の役割 地域の幼児教育を直接支援
・幼児教育・保育施設への相談・助言（幼児教育アドバイザー配置）
・幼保小連携・接続を支援 ※市町村の幼児教育アドバイザー配置など市町村の

支援体制が確立する当面の間、県が対応する。



３ スーパーバイザーの業務
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担当 分掌事務

スーパーバイザー①
（研修）

○ 幼児教育アドバイザーの育成に関すること
・市町村のアドバイザー育成研修
・市町村アドバイザーへの相談・助言

〇 研修の企画・立案に関すること
・新規採用者研修・中堅教諭等資質向上研修
・保育士等キャリアアップ研修
・発達支援センター保育体験研修
・ペアレントトレーナー養成講座 など

スーパーバイザー②
（支援）

○ 施設への訪問支援に関すること
・施設の訪問支援の計画・調整
・園内研修における研修内容や研修方法の開発
・園内研修における研修講師の派遣（専門性の高い分野）

○ スーパーバイザーを２名配置。※アドバイザーは市町村に配置

○ 主に訪問支援による園内研修の相談・助言。その他の業務分担は以下のとおり

※幼保小連携については、指導主事やスーパーバイザーで対応



４ 市町村の幼児教育アドバイザーについて

宮崎県幼児教育センター

幼稚園・保育所・認定こども園等

市町村

スーパーバイザー
による支援

宮崎県幼児教育センター

幼稚園・保育所・認定こども園等

市町村

スーパーバイザー
による支援

アドバイザー
養成研修

アドバイザー
による支援

徐々に移行

アドバイザー
フォローアップ研修
連絡協議会

【育成期間】 【育成後】
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〇 アドバイザー配置について
（例）
・園長経験者や学識経験者を会計年度任用職員として配置

・公立幼稚園・保育所・認定こども園の園長等が兼務

・私立幼稚園・保育所・認定こども園の園長等に委嘱

※複数の市町村をまたがる広域的なアドバイザー配置も想定される。
※上記は例であり、市町村の状況に応じて配置が望まれる。

〇 アドバイザー養成について

・幼児教育アドバイザー養成研修の実施（市町村からの推薦）

４ 市町村の幼児教育アドバイザーについて



５ 研修について
○ 公私別・施設類型を問わない研修の実施
・既に研修の一元化を図っている

○ 経験年数に応じた研修の実施
・保育者の育成指標の作成
・キャリアステージに応じた研修の整理

（養成期、基礎形成期、発展期、充実・深化期、円熟期）

○ 時代のニーズに応じた研修の拡充
・特別支援教育（医療的ケアも含む）
・保健衛生・安全対策
・ICT活用研修 など
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【参考】大分県の保育者の育成指標（例）



６ 研修について
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【幼児教育センターによる研修】※□は新規 【宮崎県社会福祉研修センターによる研修】

初任者研修 記録技術研修
医学基礎知識研修（子ども）
支援につながる障がい理解研修

中堅職員研修 子どもの食事・食育研修

チームリーダー研修 保育現場における安全管理研修

【関係団体による研修】

○幼稚園連合会

○保育連盟連合会

○認定こども園協会



７ 訪問支援（園内研修）について

幼児教育スーパーバイザーが対応するが、専門的な内容の場合、
学識経験者や各分野の専門家（専門アドバイザー）を派遣する。

（１）訪問支援の内容
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・「教育課程の編成」 ・「指導計画の作成」
・「教育・保育の内容」 ・「幼児理解に基づいた評価」
・「保護者支援・子育て支援」 ・「幼保小連携・接続」
・「障がい児保育」 ・「食育・アレルギー対応」
・「保健衛生」 ・「安全対策」
・「読書活動」 ・「ICTの活用」
・「虐待対応」
・「園評価システムに係る支援評価システム紹介」 等



８ 訪問支援（園内研修）について
（２）支援の方法
【例】・１日研修（保育観察＋協議）

・半日研修（講義、指導計画の作成についての助言、保育相談など）

（３）訪問支援の流れ
①園がセンターに申し込む。（ホームページに掲載）
②園とスーパーバイザーが事前の打ち合わせする。
③園訪問する。
④研修の振り返りをする。（アンケート）
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施設のニーズに応じて柔軟に対応

【派遣依頼書】



９ 幼保小連携・接続について

（１）幼保小連携・接続に係る課題
○ 「幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿」の共有化が不十分

○ 市町村間、幼保小間での意識や取組の差

○ 架け橋期のカリキュラムの検討・開発、指導計画作成・実施

→ 市町村の役割が重要

（２）対応
○ 市町村担当者向けの説明会・協議会の実施
・「幼保小の架け橋プログラム」や市町村の役割を周知する。

○ 市町村における幼保小連携・接続推進会議や実務者会議の設置を促す。
・県の推進会議は設置済み。市町村によっては設置している。

○ 指導主事や幼児教育スーパーバイザーによる市町村支援
・市町村へ幼保小連携・接続推進に係る助言を行う。 11



９ 幼保小連携・接続について

（３）幼保小連携・接続推進体制整備事業
○ 事業実施地域（指定地域）を指定し、取組を推進する。

【指定地域】

〇 指導主事や幼児教育スーパーバイザーが重点的に支援する。
〇 取組の成果を広め、他地域の取組の推進にもつなげる。
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・平成24年・25年度 えびの市
・平成26年・27年度 新富町
・平成29年・30年度 三股町
・令和元年・２年度 日向市
・令和３年・４年度 延岡市
・令和５年～ 都城市・日南市



１０ 幼児教育推進体制ロードマップ

機能 項目 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度以降

①研修

幼児教育ア
ドバイザー
養成

研修の機会
の充実

②支援
施設訪問に
よる園内研
修支援

③連携
幼保小連
携・接続の
推進

市町村の幼児教育アドバイザー配置促進

幼児教育アドバイザー養成研修（新規・フォローアップ）の実施

保育者の育成指標作成

法定研修・基本研修・専門研修の実施

市町村の幼保小連携・接続推進会議及び実務者会議の設置推進

幼保小連携・接続に関する助言

モデル地域への重点支援

市町村の幼児教育アドバイザーへの助言・支援

研修計画の見直し・検討・新たな研修の創設

県の幼児教育スーパーバイザーによる支援

市町村の幼児教育アドバイザーによる支援

モデル地域への重点支援 モデル地域への重点支援

（見込み）

専門分野アドバイザー派遣



※「幼児教育推進体制の強化」より抜粋

補足資料① 幼児教育推進体制について

都道府県・市町村が連携して地域
ごとに幼児教育推進体制を構築

・幼児教育センターの設置

・幼児教育アドバイザーの配置 等
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※「幼児教育推進体制の強化」より抜粋

補足説明② 幼児教育センターの設置について
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補足説明③ 幼児教育アドバイザーについて

幼児教育アドバイザーは、その専門性や経験等を生かし、幼稚園、保育所、認定こども園への助
言や研修の講師などを行います。このような幼児教育アドバイザーには、例えば、以下のような資
質・能力が求められます。

・幼児教育に関する理解
幼児教育施設を取り巻く現状、幼児期の発達、環境を通した教育、遊びを通した総合的な指導、幼児理解、幼

児教育施設における教職員の役割、幼児教育施設の教育・保育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わ
りまでに育ってほしい姿」、カリキュラム・マネジメント、実践等に関する理解が求められている。

・ファシリテーションに関する理解
各園の教職員が学びを深めていくことができるような園への助言や教師への関りが重要である。そのためには、

各園のニーズや課題、園が目指す教育・保育などについて知るとともに、受容的な態度で臨むことが大切である。
そして、ファシリテートに当たっては、発言や参加を促したり、話の流れを整理したり、課題の明確化や共有化
を支援したりすることにより、組織や参加者の活性化、協働を促進させることが求められている。

・その他、園の要請に応じて必要な専門性
小学校教育に関すること、特別支援教育に関すること、感染症対策に関すること、ＩＣＴ機器の活用に関する

ことなど、幼児教育施設の多様な要請に対応する必要があることから、園の要請に応じた専門性を有する者と連
携・協働する力が求められている。また、研修の企画運営に関することも求められている。

※「幼児教育推進体制の強化」より
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補足資料④ 都道府県の研修の取組状況
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【参考】令和３年度幼児教育実態調査（文部科学省）



補足資料⑤-１ 今後の幼保小連携・接続
【参考】「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」R4.3.31

18



補足資料⑤-２ 今後の幼保小連携・接続
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【参考】「幼保小の架け橋プログラムの実施に向けての手引き（初版）」R4.3.31
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